
防災行政無線 防災行政無線で放送された内容が電話で確認できます。
自動応答電話　☎ 286-0888

　
防
火
と
救
急

「
守
り
た
い 

未
来
が
あ
る
か
ら 

火
の
用
心
」

発生区分 9 月中 累計

火災

建物 0 3

車両 0 1

林野 0 0

その他 0 2

警戒出動 2 11

救急出動 144 1,376

救助出動 0 12
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況

令
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町
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事故・犯罪
区分

町　内 御船署管内

9 月中 累計 9 月中 累計

人身事故 7 35 16 78

物損事故 74 634 182 1,672

空  き  巣 0 1 0 3

自販機狙い 0 0 0 0

万  引  き 0 3 5 36

オートバイ盗 1 3 1 4

自転車盗 0 9 3 24

車上狙い 1 3 2 4

　
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

投
資
詐
欺
・
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
に
注
意

　

近
年
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
悪
用
し
た
投
資
詐

欺
や
ロ
マ
ン
ス
詐
欺
の
被
害
が
増
加
し

て
い
ま
す
。
そ
の
手
口
を
理
解
し
、
被

害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

■
投
資
詐
欺

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
著
名
人
を
偽

り
、
広
告
や
メ
ー
ル
か
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
誘

導
し
、
投
資
金
や
手
数
料
の
名
目
で
金

銭
な
ど
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺

・
投
資
先
が
実
在
す
る
の
か
、
国
の
登

録
業
者
な
の
か
を
金
融
庁
の
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・「
必
ず
も
う
か
る
」、「
あ
な
た
だ
け
」

な
ど
の
文
言
に
は
注
意
が
必
要
で
す
。

■
ロ
マ
ン
ス
詐
欺

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
プ
リ
な
ど

を
悪
用
し
、
恋
愛
感
情
や
親
近
感
を
抱

か
せ
、
金
銭
な
ど
を
だ
ま
し
取
る
詐
欺

・「
会
い
た
い
か
ら
旅
費
を
出
し
て
」な

ど
の
金
銭
の
要
求
に
は
要
注
意
。

・「
投
資
」を
勧
め
ら
れ
た
ら
詐
欺
を
疑

い
ま
し
ょ
う
。
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交
通
安
全
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

自
転
車
の
交
通
違
反
が
厳
罰
化

危
機
管
理
課 

危
機
管
理
係　
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11
月
1
日
か
ら
、
自
転
車
に
関
す
る

法
改
正
に
伴
い
、
自
転
車
の「
な
が
ら
」

運
転
、
酒
気
帯
び
運
転
が
厳
罰
化
さ
れ
、

違
反
者
に
罰
則
が
科
さ
れ
ま
す
。　

■「
な
が
ら
」運
転

　
自
転
車
の
運
転
中
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
操
作
、
通
話
な
ど
を
行
う
い
わ
ゆ

る「
な
が
ら
」運
転
の
禁
止

・
違
反
者
は
6
カ
月
以
下
の
懲
役
ま
た

は
10
万
円
以
下
の
罰
金

・
交
通
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、

1
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以

下
の
罰
金

■
酒
気
帯
び
運
転
お
よ
び
ほ
う
助

・
違
反
者
お
よ
び
自
転
車
の
提
供
者
は
、

3
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以

下
の
罰
金

・
酒
類
の
提
供
者
・
同
乗
者
は
2
年
以
下

の
懲
役
ま
た
は
30
万
円
以
下
の
罰
金

益
城
西
原
消
防
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11
月
9
日
か
ら
秋
の
火
災
予
防
運
動

が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
秋
は
乾
燥
し
た
空
気
と
強
い
風
に
よ

り
火
災
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

火
災
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
次
の
こ
と

な
ど
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

■
火
災
を
防
ぐ
た
め
の
注
意
点

・
ス
ト
ー
ブ
は
、
燃
え
や
す
い
も
の
か

ら
離
し
て
使
用
す
る
。
使
用
後
は
必

ず
電
源
を
切
り
、
火
が
完
全
に
消
え

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

・
ガ
ス
コ
ン
ロ
点
火
時
は
、
そ
の
場
を

離
れ
な
い
。

・
火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
住
宅
用

火
災
警
報
器
は
定
期
的
に
点
検
し
、

10
年
を
目
安
に
交
換
す
る
。
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